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本稿では、広帯域無線システムの標準化と所要スペクト

ラムについて概説する。さらに、2007年世界無線通信会議

（WRC-07）議題1.4（国際移動体通信のためのスペクトラ

ム： spectrum for International Mobile Telecommuni-

cations－IMT）に向けた準備作業をまとめるとともに、標準

化作業の展望を示す。

国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）の定義による

と、広帯域無線アクセス（BWA）とは、エンドユーザーによ

るコアネットワークへの無線接続のうち、通信速度が一次群

速度（1.544Mbit/s）を上回るものをいう。BWAには、モバ

イル、ノマディック、固定の三つの方式があるが、これらは

それぞれ無線通信サービスの利用形態として定義されている

（ITU-R 勧告F.1399を参照）。無線通信サービスについては

ITU無線通信規則に定義があり、規制対象となる電波利用

を指すとされる。ただし、通信事業者がエンドユーザーに提

供する無線通信サービスと混同されてはならない。

ITUでは、電気通信開発部門（ITU-D）、電気通信標準化

部門（ITU-T）、無線通信部門（ITU-R 1）の三つのセクター

が、広帯域アクセスについて多面的に検討を行っている。

ITU-RのモバイルBWAには、RLAN、WMAN、IMTなどが

ある。

図1に、移動無線システムの世代を示す。ほぼ10年ごとに

世代交代が起きているのがわかる。

はじめに

移動通信システムの第1世代が登場したのは1980年代で、

このアナログ方式は既に姿を消している。90年代には、GSM

やPDCといったデジタル方式の第2世代が登場した。2000年

には第3世代のIMT-2000システムが実用化され、音声や高速

データ通信の提供が始まる。IMT-Advancedは2010年頃の実

用化が期待される第4世代の移動通信システムで、データ伝

送速度がIMT-2000よりも大幅に高いブロードバンド通信を

提供するものである。ただし、新世代の通信システムが前世

代のものにただちに取って代わるわけにはいかないため、新

システムの展開には新たなスペクトラムを割り当てる必要が

ある。このほかにも、LMDS（Local Multipoint Distribution

System）などのように、もともとは固定アプリケーション用

に開発された無線システムも、移動通信システムと並行し、

それらを補完する形で開発されている（図1）。こうしたシス

テムのうち、RLANやWMANなど、モバイル・アプリケーシ

ョンへの対応が進んでいるものについてはIMTに含めること

が提案されている。参考までに、図1にこれらのシステムに対

応するITU-R勧告を示した。

IMTにはIMT-2000、その発展形、後継システムのIMT-

Advancedが含まれる。IMT-2000の地上無線インターフェー

スには、 IMT-2000 CDMA Direct Spread、 IMT-2000

CDMA Multi-Carrier、IMT-2000 CDMA TDD、IMT-2000

TDMA Single-Carrier、IMT-2000 FDMA/TDMAの五つが

あり、これらはITU-R勧告M.1457に規定されている。

IMT-2000には更にもう一つ、OFDMA TDD WMANと呼

ばれる地上無線インターフェースが提案されているが、これ

はIEEE 802.16に準拠して規格化された。IEEE 802.16は既

に、固定系広帯域無線アクセスに関するITU-R勧告F.1763及

びモバイル系BWAに関するITU-R勧告M.1801に規定されて

いる。

これらのインターフェースはいずれIMT-Advancedへと発

展・集約するものと思われる。IMT-Advancedについては、

ITU-R勧告M.1645にあるように、2010年以降の実用化をめ

どに、ハイモビリティで100Mbit/s、ローモビリティで1

Gbit/sの通信速度の実現を目指して研究が進められている。
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図１．移動無線システムの世代



スペクトラム調査やメンバーからの提案を踏まえて候補帯

域が策定され、ITU-R報告M.2079が作成された。候補帯域

は、410-430MHz、450-470MHz、470-806/862MHz、2.3-

2.4GHz、2.7-2.9GHz、3.4-4.2GHz、4.40-4.99GHzとなって

いる。CPM報告書に、これらの帯域とそのメリット、デメリ

ットがまとめられた。

スペクトラム共有条件の検討も重要な課題であり、研究

成果が各種報告書にまとめられている。これには、ITU-R報

告M.1209（3400-4200MHz帯及び4500-4800MHz帯の固定

衛星通信サービスにおける静止衛星ネットワークとの共有）、

ITU-R報告M.2110（450-470MHz帯における無線通信サー

ビスとの共有）、ITU-R報告M.2111（3400-3700MHz帯にお

ける無線通信サービスとの共有）、ITU-R報告M.2112（2700-

2900MHz帯における空港管制レーダー及び気象レーダーと

の共有）などがある。

WRC-07は、2007年10月22日から11月16日までの期間、

ジュネーブ（スイス）で開催される。ITU-Rによる準備作業

が完了すると、今度は各国政府や地域規制機関がWRC-07

に向けた準備の最終調整に入る。図3にWRCでのスペクトラ

ム策定から、地域規制機関、各国行政機関を経てユーザー

の利用に至るまでの一連のプロセスの概要を示す。会議の成

果は条約拘束力のあるITU無線通信規則の改訂に反映され

るため、全関係者にとって最良の結果が得られるように、国

際レベルでの協同作業が行われる。ただし、改訂版の無線通

信規則が発効してから実際のスペクトラム利用に至るまでに

は、長い道のりを要する。周波数配分勧告（今後ITU-Rでの

策定が見込まれる）の施行後、まず欧州のCEPT、米国の

CITEL、アジア太平洋地域のAPTといった地域規制機関が、

新たに分配されたスペクトラムの利用に関する指令や勧告を

発行するものと思われる。これを受け、次に各国政府が、規

制基準の発布やスペクトラム・ライセンスの交付を行ったり、

必要に応じてユーザー間の再振り分けを行うことになる。通

国及び地域レベルでのWRC-07に
向けた準備作業
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IMT-Advancedの規格策定に先立ち、所要スペクトラムの

特定が論点となっている。2003年の世界無線通信会議

（WRC-03）では、2007年会議（WRC-07）の議題（議題1.4

を含む）が採択された。議題1.4は、ITU-Rの研究成果を踏

まえ、IMT-2000の高度化と後継システムの周波数関連事項

を検討するというものである。WRC-07の目的は、単に移動

無線通信サービスに十分なスペクトラムを割り当てるだけで

はなく、IMTによる移動端末のグローバルローミングにとっ

て最適なスペクトラムを特定することである。

図2に、WRC-07の議題1.4の準備段階でITU-Rが行った全

作業をまとめた。これには、所要スペクトラムや候補帯域の

策定、更には候補帯域を利用する各種無線通信サービスの

スペクトラム共有に関する検討が含まれる。ITU-Rはこうし

た目的のために、メンバーからの意見を踏まえて、今後の通

信業務や市場分析、技術動向、方法論に関する見解をまと

めた。算出された所要スペクトラムはITU-R報告M.2078に発

表され、WRC-07準備会合（CPM）の報告書にも収録され

た。表1に2020年までの所要スペクトラムをまとめる。

地域別の所要スペクトラムは、IMT-2000用に既分配分を

含めると、合計で低い推定値が1,280MHz、高い推定値が

1,720MHzとなる。既分配分を差し引くと、第3地域では、

新規の所要スペクトラムの低い推定値は531MHz、高い推定

値は971MHz となる。
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注：ネットワークの実装に基づく。 
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信事業者やエンドユーザーが、最終的にモバイルBWAなどの

無線システムやアプリケーションでスペクトラムを利用でき

るようになるのは、こうした過程を経てからである。

このように、会議でスペクトラムの割当て・特定が行われ

てから、それが実際に利用できるようになるまでには、4年以

上の歳月を要する。このため、スペクトラムの割当て・特定

は、あらかじめ十分な時間的余裕をもって行うことが重要と

なる。

会議の後、スペクトラム策定プロセスは再び振出しに戻る。

ほかの業務やアプリケーション用に更にスペクトラムを必要

とする通信事業者やユーザーは、政府や地域規制機関を通

じて次のWRCへの提案を行う。この提案は将来の会議の新

たな議題となる可能性がある。ただし、スペクトラムの必要

性が特定されてから正式な議題として会議に上るまでには、

少なくとも4年はかかると思われる。

WRC-07議題1.4の場合、提案の準備が始まったのは2003

年である。メーカーのグループが一連のセミナーを行い、

IMT 3へのスペクトラムの新規割当て・特定の必要性をアピ

ールし（ただし、この段階で技術や帯域の具体的な提案はし

ない）、WRC-07がこの特定にとって絶好の機会であることを

訴えた。というのも、過去の経験（例えば2500-2690MHz帯

のケース）から、新システムが実用化に至るまで7年は見て

おく必要があるからだ。

WRC-07でのIMT スペクトラム策定では、既に特定されて

いる帯域を下回る帯域の特定が見込まれるが、これは他の帯

域で十分にまかなえると思われる。WRC-07の候補帯域は広

範な周波数をカバーすることになるが、技術革新にとっては

むしろ歓迎すべき挑戦である。

WRC-07でのスペクトラム特定に続いて、IMT-Advanced

の標準化プロセスが開始される。ITU-R内では、2007年の

IMT-Advanced の標準化

ITU無線通信総会（RA-07）で検討される決議案の方針を受

けて、2008年の初めまでに標準化案を募集するという計画が

立てられている。標準化プロセスには、最小限の技術要件の

定義や評価指針の策定が含まれる。種々の標準化機関がこ

のプロセスに寄与しており、ITU-R内でIMT-Advancedに関

する様々な無線インターフェース技術の提案が挙がることが

予想される。

こうした標準化機関の一つにIEEEがある。同機関は既に、

IMT-2000のための六つ目の地上無線インターフェース標準

案（OFDMA TDD WMAN）を提出している。IEEE-SA

（Standards Association）はその下部組織の認可標準化機関

（Standards Development Organization：SDO）で、その委

員会の一つが802と呼ばれるものである。802のIMT-

Advanced に向けた活動は、主に二つある。一つはプロジェ

クトP802.16mで、IMT-Advancedの要件を満たす超高速無

線インターフェースの開発を目指し、目下活発な活動を行っ

ている。もう一つは、802.11 作業部会の「Very High

Throughput Study Group」で、IMT-Advancedのホットス

ポットに向けた規格の策定を目指している。

このほかにも、世界中で多くのプロジェクトや研究、開発

が行われており、こうした取組がIMT-Advancedを始めとす

る将来のBWAシステムの標準規格や革新的機能へと結実す

る。その革新的機能の一例が、無線アクセスのマルチホップ

無線中継である。これは、無線通信の屋内利用のためのイン

ドア・ソリューションであると同時に、通信カバレッジ拡大

ソリューションでもある。

基本概念は、マルチホップ中継機能を備えた中継局と基

地局の導入である。図4に概要を示した（図中MR-BSはマル

チホップ中継機能を搭載した通常の基地局、RS#は中継局

を表す）。移動端末（MS#）には新たな機能を追加しなくて

も、マルチホップ中継局の提供する追加のカバレッジを利用

できる。こうした中継局の利用には、次の三つのメリットが
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図３．無線スペクトラム利用までの国際・地域・国レベルでの作業
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ある。カバレッジの向上（ビルや障害物などにより、基地局

の至近にある端末に電波が届かないといった通信環境を改善

する）、中継局の連携によるダイバーシティ（複数の中継局

の連携によるダイバーシティ合成で、端末の安定受信を確保

する）、通信範囲の拡大（基地局の僻遠にある端末の通信を

サポートする）である。ITU-R勧告M.1797に、この種の技術

の基本的な定義が示されている。

三つのメリットを図5の模型上に表した。1）二つの中継局

の連携によるダイバーシティ合成で、一つの基地局からより

も安定した受信が得られる、2）ビルや障害物によるカバレ

ッジ・ホールを改善する、3）端末が基地局の僻遠にある場

合、通信範囲を拡大してアクセスをサポートする。

中継局は、建物内や、電車・バスなどの移動車両におけ

るカバレッジ拡大にも有効である。移動車両の場合、一つま

たは複数の中継局が車両内のトラヒックを収集してコアネッ

トワークへと接続する。こうした機能は非常に重要である。

というのも、通信事業者のネットワークでは、トラヒックの

約7割が屋内からのものであるため、コスト効率に優れたイン

ビルディング・ソリューションが求められるからだ。中継局

を利用すれば、キャリア・ネットワークの展開をエンタープ

ライズ空間へと拡大することが可能になる。さらに、中継局

ノードは、従来のアナログ・リピーターと比べて、移動体上

での展開にも有利である。

エンドユーザーにとって、マルチホップ中継局は、セル端

ユーザーのスループット（実効速度）やSINR（信号対雑音

干渉電力比）を改善するという利点がある。さらに、プラン

ニングの必要なくカバレッジ・ホールが埋められ、中継局は

オンデマンドで配備できる。通信環境に自在に適応し、既存

ネットワークと並行して運用できる。

通信事業者にとっては、展開コストを節減できる上、基地

局を増設した場合と遜色ない、むしろそれを上回るカバレッ

ジを達成できるという利点がある。

標準化の観点から見ると、マルチホップ・中継技術のイン

テグレーションによる端末側への影響は皆無と言ってよい。

それどころか、マルチホップ・中継環境では端末の所要電力

が低減するため、バッテリーの節約が可能でさえある。しか

し、基地局と中継局、または中継局間の通信を可能にするに

は、基地局と中継局の物理層及びMAC層を拡張する必要が

ある。図6にこれを示す。図中R-MACとR-PHYは中継局とマ

ルチホップ中継基地局のプロトコル・スタックの拡張を表す。

上記のアプリケーションに加え、マルチホップ・中継シス

テムは、特に高周波帯域で有効かつ不可欠である。というの

も、高周波帯域では高いパス・ロスによりセルサイトが大幅

に縮減されるが、システム帯域幅は広く、アクセスやバック

ホール・トラヒックの効率的な搬送が可能なためである。

本稿では、ITU-R及びIEEEにおける標準化の取組、とり

わけIMT-Advanced に向けた取組を含む移動広帯域無線ア

クセスについて紹介した。さらに、目下進行中であるWRC-

07議題1.4の準備作業を中心に、WRCのプロセスについて解

説した。

広帯域無線アクセスの標準化とスペクトラムの策定によ

り、モバイル・マルチメディア・サービスのユビキタスな展

開が可能となる。

（6月1日開催の第269回ITU-R研究会の講演）

1 http://www.itu.int/ITU-R/study-groups/was/index.
html 

2 http://www.itu.int/md/R07-CPM-R-0001/en
3 http://standards.nortel.com/spectrum4IMT 
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図５．マルチホップ中継のメリット
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図６．マルチホップ・アーキテクチャーの例




